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皇位継承の憲法政治学的考察

―「皇室の自律の再構成」という試論―

1．は じ め に

　「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」（以下，「本法」ということがある）は，

平成 29（2017）年 6 月 16 日に公布され，約 200 年ぶりに天皇の退位による皇位

継承が実現することとなった。本法が平成 28（2016）年 8 月 8 日の「象徴として

のお務めについての天皇陛下のおことば」（以下，「『おことば』」という。）を契

機として，それに対する政府・国会の極めて迅速かつ円滑な対応により制定され

たことは，衆知のとおりである
1）。この経緯については，天皇は国政に関する権

能を有しないと規定する日本国憲法 4 条との関係で，通常の立法とは異なるプロ

セスを経たものであり，その意味で憲法との緊張関係を孕んでいるという評価が

少なくない
2）。確かに，天皇の公的な意思表示が立法の契機となるというかたち

で国政に影響を及ぼしたのは日本国憲法下では初めてのことであり，このことに

ついて憲法的な観点から疑義が呈されるのは，理解できることではある。しかし，

これは，わが国の憲法学が必ずしも想定していなかった事態であり，その評価に

は，なお慎重かつ多面的な検討が必要であると思われる。

　というのも，天皇は「国政に関する権能を有しない」という規定は，大日本帝

国憲法の天皇が統治権を総攬する体制を否定する趣旨であって，その権能が行使

されるに至る契機についてまで言及するものではない。むろん天皇の意思が，い

わば直接かつ無条件に立法のあり方等に反映されるのであれば，それは正しく

憲法的問題であろう。しかし，本稿で検討を加える本法の制定経緯を見る限り， 



皇位継承の憲法政治学的考察（渡邊　亙）114

そこには，この点について慎重な配慮をみることができるように思われる。また，

こうした事態が生じるに至った要因は，徹底したかたちで皇室の自律を否定する

戦後の皇位継承制度にあると考えられるのであって，「おことば」は，こうした

制度のあり方によって生じた問題への，ひとつの対応とみることもできよう。

　本稿は，こうした問題意識に立って，皇位継承をはじめとする皇室のあり方に

皇族，とくに天皇の意見が反映されることの憲法的評価について考察を加えるも

のである。いうまでもなく，その根拠および範囲に関する憲法上の明文の根拠は

存在しないためか，この問題に関する議論は憲法学においてほとんどみることが

できない。しかし，憲法典が対象としている皇室制度の運用のあり方にも，憲法

典以外の様々な動因が働いているのであって，これを追究することで，従来，必

ずしも十分に注目されることがなかった，皇位継承に関する論点を明らかにする

ことができると思われる。こうした，いわば憲法政治学的な観点から，皇室内部

のことがらについて皇室の意見を尊重するという意味での「皇室の自律」が憲法

上認められる余地，その根拠・範囲などについて考察を加えること，これが本稿

の課題である 3）。

　以下では，まず，以上の検討の契機と視点を具体的に敷衍した後（2），皇室の

自律を認めていた「明治典憲体制」における皇室典範の位置づけを確認する（3）。

そのうえで，日本国憲法下の皇室典範の位置づけに関する法制と学説を概観し，

これについていま示した憲法政治学的観点からの検討を加える（4）。これを踏ま

えて，現行憲法下における「皇室の自律」の可能性と条件を示すことにしたい（5）。

2．検討の契機と視点

　皇位継承のあり方に天皇や皇室の意見を反映させるという考えは，日本国憲法制

定以降，少なくとも国政担当者の問題意識にのぼることすらなかったといってよい

であろう。それが現れた契機となったのは，おそらく皇位継承資格者の減少問題へ

の対応をまとめた，「皇室典範に関する有識者会議報告書」（平成 17（2005）年 11

月 4 日）であったと考えられる
4）。そこでは，女性・女系の天皇を可能とすべしと

いう結論が示され，これについて賛否両論が巻き起こったことは衆知のとおりであ

るが，本稿のテーマとの関係で重要な意味をもつのは，本報告書を作成する際に天

皇や皇室の意見が聴かれなかった，という点である
5）。その数年後の「天皇陛下ご

即位二十年に際し」と題する天皇皇后両陛下の記者会見（平成 21（2009）年）に

おける次の発言は，こうした経緯に対するリアクションとみることができよう。
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　 「問：〔……〕皇室についてはこの先，皇族方の数が非常に少なくなり，皇位の安定的

継承が難しくなる可能性があるのが現状です。（中略）両陛下は皇室の現状，将来を

どのようにお考えでしょうか。皇太子ご夫妻，秋篠宮ご夫妻を始めとする次世代の方々

に期待することも交えながらお聞かせください。

　 天皇陛下：皇位の継承という点で，皇室の現状については，質問のとおりだと思います。

皇位継承の制度にかかわることについては，国会の論議にゆだねるべきであると思い

ますが，将来の皇室の在り方については，皇太子とそれを支える秋篠宮の考えが尊重

されることが重要と思います。二人は長年私と共に過ごしており，私を支えてくれま

した。天皇の在り方についても十分考えを深めてきていることと期待しています。」
6）

　同様の発言は，秋篠宮殿下によっても繰り返されているが
7），ここには控えめな

かたちながら，皇室のあり方について当事者である皇族の意見を尊重すべきという

考え方を見てとることができよう。ここで気になるのは，「当事者」に天皇陛下が

含まれていないことであるが，その趣旨は皇位継承者ではない自分を敢えて含めな

かったということであり，およそ皇室のあり方について自らの意見を述べないとい

う意図ではなかったのであろう。実際，「おことば」では，天皇の退位という自ら

が当事者にほかならない問題について，お気持ちが明らかにされている。やや長い

が，本稿のテーマと直接関連する部分を，以下に引用することにしよう。

　 「本日は，社会の高齢化が進む中，天皇もまた高齢となった場合，どのような在り方

が望ましいか，天皇という立場上，現行の皇室制度に具体的に触れることは控えなが

ら，私が個人として，これまでに考えて来たことを話したいと思います。（中略）

　 　天皇の高齢化に伴う対処の仕方が，国事行為や，その象徴としての行為を限りなく

縮小していくことには，無理があろうと思われます。また，天皇が未成年であったり，

重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には，天皇の行為を代行する摂政

を置くことも考えられます。しかし，この場合も，天皇が十分にその立場に求められ

る務めを果たせぬまま，生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはあ

りません。

　 　天皇が健康を損ない，深刻な状態に立ち至った場合，これまでにも見られたように，

社会が停滞し，国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまで

の皇室のしきたりとして，天皇の終焉に当たっては，重い殯（もがり）の行事が連日ほ

ぼ 2 ヶ月にわたって続き，その後喪儀（そうぎ）に関連する行事が，1 年間続きます。

その様々な行事と，新時代に関わる諸行事が同時に進行することから，行事に関わる

人々，とりわけ残される家族は，非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうし

た事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが，胸に去来することもあります。
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　 　始めにも述べましたように，憲法の下（もと），天皇は国政に関する権能を有しま

せん。そうした中で，このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ，これ

からも皇室がどのような時にも国民と共にあり，相たずさえてこの国の未来を築いて

いけるよう，そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく，安定的に続いていくこ

とをひとえに念じ，ここに私の気持ちをお話しいたしました。」
8）

　ここには，天皇が皇室のあり方について考えを述べることは，必ずしも「天皇

は国政に関する権能を有しない」ことと相容れないことではない，という前提の

もとで，天皇の退位が認められるべきという，お気持ちが語られていることが注

目される。もっとも，「おことば」では，自分自身のことというよりも，むしろ

皇位継承のあり方が一般的に語られていると読むのが素直であろう。しかし，こ

れを受けて制定された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」（成立：平成 29

年 6 月 9 日，公布：同年 6 月 16 日。以下，「特例法」という。）は，皇位継承の

原則に変更を加えることを避け，今回に限り天皇陛下の退位を認めるという性格

のものであった。その趣旨は，次に引用する，特例法の趣旨を明らかにした 1 条

において明確に示されている（〔　〕内は引用者による補足）。

　 「この法律は，〔①〕天皇陛下が，昭和 64 年 1 月 7 日の御即位以来 28 年を超える長期

にわたり，国事行為のほか，全国各地への御訪問，被災地のお見舞いをはじめとする

象徴としての公的な御活動に精励してこられた中，83 歳と御高齢になられ，今後これ

らの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられる

こと，〔②〕これに対し，国民は，御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されてい

る天皇陛下を深く敬愛し，この天皇陛下のお気持ちを理解し，これに共感しているこ

と，〔③〕さらに，皇嗣である皇太子殿下は，57 歳となられ，これまで国事行為の臨

時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられること，という現下の状況に鑑み，

皇室典範第 4 条の特例として，天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに，

天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。」

　ここに示されているとおり，特例法の制定の契機のひとつに天皇陛下のお気持

ちがあったことは，法律の趣旨において正面から認められているが，1 条は，こ

れのみを制定の趣旨とするのではなく，お気持ちへの国民の共感，皇太子殿下の

公務における長期の精勤，という点を挙げている。以上のように，特例法の制定

プロセスが「おことば」を契機とすることは疑いないが，その趣旨をそのままの

かたちで実現するのではなく，その一部を条件付きで認めたものということがで
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きる。こうした構成をもつ 1 条には，必ずしも意識的ではないにせよ，日本国憲

法のもとにおいて培われてきた，天皇と国政の関係に関する一定の憲法理解が現

れており，今後の皇位継承問題を考えるにあたっても重要な前例としての意味を

もつと考えられる。

　このような特例法の意義に鑑みて，以下では，皇室のあり方について皇族の意

見が反映されることの憲法的評価に検討を加える。むろん，その根拠および範囲

に関する憲法上の明文の根拠はなく，天皇は国政に関する権能を有しないとする

憲法 4 条を引き合いに出し，これを疑問視する見解があることは冒頭にも触れた

とおりである。しかし，上記のプロセスをみるかぎり，天皇陛下は国政に関する

権能を行使しようとしたのではなく，むしろそれを慎重に避けたのであって，ひ

とえに皇位継承のあり方について自分の意見を述べ，その尊重を求めたとみるの

が妥当であろう。そうすると，今回の特例法の制定は，皇位継承や皇室のあり方

について天皇や皇室の意見を反映するという意味での「皇室の自律」という視点

から考察を加えることができるように思われる。もっとも，「皇室の自律」は旧

憲法時代における「皇室の家法」としての皇室典範のあり方を示すために美濃部

達吉などによって示されたことのある概念であって，これが日本国憲法において

否定されていることはいうまでもない。しかし，特例法制定にいたるプロセスに

みられるような意味での皇室の自律は，憲法上認められる余地はないのであろうか。

この問題に検討を加えるため，まず，憲法史的な観点から「皇室の自律」が，そ

もそも何を意味し，憲法上どのような位置づけを与えられてきたのかを明らかに

することにしよう。

3．「明治典憲体制」における皇室典範の位置づけ

　大日本帝国憲法は，皇位の継承について「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇

男子孫之ヲ継承ス」（2 条）という規定のみを置き，「皇男子孫」という要件を掲

げるほかは，その一切を皇室典範に委任している。大日本帝国憲法と同時に成立

した皇室典範（明治 22（1889）年 2 月 11 日裁定，明治 40（1907）年 2 月 11 日増補）

は，天皇による「裁定」という形式により制定され，公布すらなされていないが，

ここには後に確認するように「皇室の家法」としての性格をみることができる。

　皇室典範は，その詔勅において「日本帝国の宝祚〔ほうそ：皇位〕は，万世一

系歴代継承し」という遺訓を明徵にするために，皇家の成典を制立した旨を明ら

かにするとともに，男系男子（1 条），皇長子（2 条）という原則を定めている。



皇位継承の憲法政治学的考察（渡邊　亙）118

公定解説書である伊藤博文『帝国憲法・皇室典範義解』（明治 22 年。以下，「両

義解」ということがある。）は，皇室典範を「皇室の家法」であるとするとともに，

帝国憲法 2 条において皇位継承の順序を規定しなかったことについて，「将来に

臣民の干渉を容れざることを示すなり」と述べている
9）。すなわち，帝国憲法の

改正（73 条参照）による変更を不可能とすることが，皇室典範を「裁定」した趣

旨というわけである。同様の説明は，皇室典範を「皇室自ら其の家法を条定する者」

であり，「公式に依り之を臣民に公布する者に非ず」とする皇室典範義解にも示

されている。後者には，さらに「皇室の家法は祖宗に承け子孫に伝ふ。既に君主

の任意に作成する所に非ず」として，家法の根拠が祖宗以来の万世一系にあるこ

とも明らかにされている
10）。

　以上のような帝国憲法 2 条および皇室典範の規定のあり方について，当時の代

表的な憲法コンメンタール『逐条憲法精義』のなかで美濃部達吉は，次のような

解説を加えている。

　 「憲法は皇位継承に関しては唯『皇男子孫之ヲ継承ス』と曰って居るだけで，その他

の詳細の法則に付いては『皇室典範ノ定ムル所ニ依リ』と曰ひ，総て之を皇室典範の

規定するところに任かせて居る。而して皇室典範の規定に任かせて居ることは，言ひ

換ふれば皇室の自ら定むところに任かすことを意味するもので，自分は之を皇位継承

に関する皇室自律主義の原則と称しようと思ふ。〔中略〕その原則の根拠とするとこ

ろは，蓋し，上諭の冒頭にも示されて居る通り，皇位の基礎が国民の意思に在るので

はなく一に『祖宗ノ遺烈』に在りとすることに在る。啻〔ただ〕に皇位継承の法則を

定むることが皇室の自律権に属するのみならず，その法則に基き皇位継承の順序を変

更するが如きも専ら皇室に於いて自ら之を決せられ，議会は之に参与することを得な

いのは勿論である。」
11）

　ここで美濃部は，両義解にはみられない「皇室の自律」という言葉を用いてい

るが，皇位継承に関する説明自体は，公定解釈の説くところを踏襲しているといっ

てよい。その一方，両義解が皇室典範をもっぱら「皇室の家法」と位置づけてい

ることを，美濃部は，次のように批判しているのである。

　 「〔……〕皇室典範の性質については，義解には『皇室典範は皇室自ら其の家法を条定

する者なり』と曰って居る。

　 　併しながら，此の見解は一部分正当であると共に一部分誤って居る。それが『皇室

自ら条定』せられたものであることに於いては，その見解は正当である。（中略）之



法政治研究 第 4 号（2018 年 3 月） 119

に反して，皇室典範の定むるところの実質が専ら皇室の家法に止まるものと為すこと

は，誤った見解である。皇室典範は（中略）その内容に於いては，決して皇室御一家

の事にのみ止まるものではない。それは本条に示されて居る如く，第一には皇位継承

の事を定むるもので，而して皇位継承に関する法則は，決して皇室御一家の内事では

なく，最も重要なる国家の憲法の一部を為すものである。（中略）

　 　此の故に皇室典範はその制定者から言えば皇室の法であるが，その実質から言へば

単純の皇室法ではなくして，同時に国家法でなければならぬ。それは単に皇室御一家

の内部にのみ効力を有するものではなくして，同時に国家及び国民に対しても効力を

有するものである。」
12）

　以上のような，「皇室の自律権」に基づいて裁定された皇室典範は，私的な「家法」

であるだけでなく，「国家の憲法の一部」であるという考え方には，美濃部が参

照したであろう当時のドイツ国法学の影響が見られるように思われる。すなわ

ち，1850 年制定のプロイセン憲法（Verfassungsurkunde für den Preußischen Staat 

vom 31. Januar 1850）は，王位の継承について「王位は，王の家法に従い，長子

および男系直系の原則に基づき，王家の男系において相続される。（Die Krone ist, 

den Königlichen Hausgesetzen gemäß, erblich in dem Mannsstamme des Königlichen 

Hauses nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen Linealfolge.）」という規

定（53 条）のみを置いていた
13）。この簡潔な規定ぶりは，後に見るようにヘルマ

ン・ロェスラー（Hermann Roesler, 1834-1894）の助言等を通じて，わが国の帝国

憲法 2 条にも影響を与えている。

　同条に規定された王位の継承の性質については，それが私法であるのか国法で

あるのかという点で見解の一致を見ていなかったが，次第に後者であるとするも

のが優勢となって行く。たとえば，次に引用するプロイセン後期の憲法概説書で

ある C・ボルンハーク（Conrad Bornhak, 1861-1944）著『プロイセン憲法』（第 2 版，

1911 年）の一節には，この理論状況が要約的に示されている。

　 「ドイツの王位継承法の初めから，私法と似た響きをもつ言葉が現在まで用いられ

ている。王位の相続（Thronerben），相続順位法（Erbfolgerechte），相続順位規則

（Erbfolgeordnung），相続王政（Erbmonarchie），国家遺産（Staatsverlassenschaft）な

どということがあり，私法上の相続関係の話をしているかの如くである。王位継承の

国法的性質を認める場合でも，それを表現するのに，相続法と類似したもの（H. シュ

ルツェ），さらには私法と国法が混合した関係（ツァハリエ），あるいはドイツにおけ

る家督の相続，封建関係の相続または信託の相続と同じ単独承継（ツェプフル）であ
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るという。王位の承継は，しかし，現在では純粋に国法的性格をもつ。それは，したがっ

て，私法の概念や類比の助けなしに，説明されなければならない。」
14）

　以上のような王位継承の国法的性質は，同書によれば，君主制国家では，その

存続のために個々の君主の人格から独立した国家的人格（Staatspersönlichkeit）が

必要とされ，王位の承継は，これを実現する手段であるという点に求められる
15）。 

その結果，「君主制国家における王位の継承は〔……〕生来の権利によって個人に

属する，死去した支配者の国家的人格を継続する権限である」ということになる
16）。 

こうした説明は，いうまでもなく国家法人説を想起させるが，それが美濃部によ

る皇室典範の理解の根拠とされているのか否かは定かではない。いずれにしても，

皇位継承を国法の一部とみる見解は，実は上記の引用のなかでボルンハークが批

判を加えている H・シュルツェ（Hermann Schulze, 1824-1888）が著した『プロイ

セン憲法』（1888 年）でも明確に唱えられているところであり
17），さらに同書で

は同様の見解をとる複数の論考があることも示されている
18）。

　こうした皇位継承の性格をめぐる問題は，実は，わが国における皇室典範制定

の際にも意識されていたところで，伊藤博文編『帝室制度資料』のなかにも「家

憲は私法に属すべき乎，又国法に属すべき乎」という問いが見られる
19）。これに

対するロェスラーの回答は，「皇室国法上の関係は之を憲法に掲げ，私法上の関

係は之を家憲に掲ぐべし」という原則を示しながらも，「両者の間の分界を定む

るは甚だ困難」な場合があるとして，「継承の順序は憲法に属すべきや，又は家

憲に属すべきやの疑問」があげられている。この疑問についてロェスラーは，バ

イエルン王国憲法，プロイセン王国憲法などの例を挙げたうえで，結局「王位継

承の順序は之を憲法に掲ぐるを要せず。また政務を執る権を有する王家を指定す

るを要せず。何となれば此関係に於ける現状は憲法の発布に依て変更すること

なければなり」という見解を示し，憲法に「第一条　日本帝国は永遠に向て分割

すべからず統一の世襲君主国なりとす。第二条　帝位は家憲に従い皇族之を継承

す。」という条文を置くことを提案している
20）。

　このように皇室典範がもつ憲法的側面が，帝国憲法の制定過程においても弁え

られていたことは明らかである。したがって，美濃部『逐条憲法精義』における「不

幸にして，以上の理論は皇室典範の立案に預かつた人々の明白に認識しなかつた

ところで，その誤解の結果として，皇室典範の形式の上に大なる錯誤を来した」

という批判は
21），結果的に，誤解に基づくものといわざるを得ない。両義解にお
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いて，皇室典範がもっぱら「皇室の家法」とされたのは，その改正に「臣民の干

渉を容れざること」を強調するためであったと思われる。このことは，上記のよ

うに皇室典範が当初公布されなかったことにも表れているが，こうして，いわば

捨象された憲法的側面を剔抉したという意味を，美濃部の指摘はもっていたとい

えよう。

4．日本国憲法下の皇室典範―その位置づけに関する法制と学説

（1）皇位継承法における新旧原理

　日本国憲法は，「皇位は，世襲のものであつて，国会の議決した皇室典範の定

めるところにより，これを継承する」（2 条）と規定し，憲法制定の翌年の昭和

22（1947）年 1 月 16 日に新たな皇室典範が制定されている。憲法 2 条は，皇室

典範が「皇室自ら条定」したものという皇室の家法としての重要な前提を失い，

憲法附属法律となったことを示しているが，皇室典範は，皇位継承について「皇

位は，皇統に属する男系の男子が，これを継承する」（1 条）と規定して，その重

要な骨子を維持している
22）。こうした皇室典範における，いわば新旧原理の並存

をどう理解するかという問題は，実は，皇位継承のあり方をめぐる議論にも無視

できない影響を与えている。

　この論点は，すでに第 90 回帝国議会における皇室典範をめぐる質疑において

も現れている。すなわち，金森徳次郎国務大臣は，旧皇室典範の時代では「国の

中に二つの掟の系統がありまして一方は皇室典範，一方は憲法というふうに判然

としたる境」があったのに対して，日本国憲法下においては，「国法一元化と申

しまするか，憲法を以て成文法中の最高のものとして，其の外には是と対立する

ものを認めないと云ふ原理」が採られているのであって，「皇室典範は憲法に基

く所の法律案として提出するのである，即ち憲法附属的のもの」となるという説

明をしている
23）。このように「皇室典範の法形式が法律となった」という点に照

準を合わせると，皇室典範の改正によって，男系男子による皇位継承という原則

を変更することも可能という理解が生じ得ることはいうまでもない。実際，本稿

冒頭でも触れた，「皇室典範に関する有識者会議報告書」は，このような理解に立っ

て，皇室典範の改正により女性・女系の天皇が可能となるという前提で議論を進

めていると考えられる。

　もっとも，こうした前提が当時の政府見解に忠実なものである否かを判断する

ためには，皇室典範の「法律」という形式だけでなく，その内容，すなわち「皇
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統に属する男系の男子」に関する部分も考慮に入れなければなるまい。この点，

金森国務大臣は，万世一系という旧皇室典範の基本原理について，次のように述

べているのである。

　 「〔……〕私共は過去の歴史と国民の信念とを総合致しまして，万世一系と云ふ根本の

原理を確実に把握しつゝ，之に対して諸般の面から来る所の角度から適切なる若干の

改正は為し得るものと，斯う云ふ風に考へまして，本格的にはもう容易に動かぬもの

である，併し派生的なものに付きましては十分研究をして妥当なる結論を導かなけれ

ばならないのであります，処が，其の見地に立ちまして，女子に皇位継承の資格を認

むるかどうかと云ふことになりますと，実は幾多の疑惑が起つて来るのでありまして，

男系でなければならぬと云ふことはもう日本国民の確信とも言ふべきものであらうと

存じます，又歴史は一つの例外をも之に設けて居りませぬ〔……〕」
24）

　 「（新）憲法の中の世襲と云ふ文字は，成る程万世一系と云ふことを表す文字とは違つ

て居りまするけれども，斯様な文字の中に含めました意味は，万世一系と云ふ考であ

つた訳であります〔……〕」
25）

　以上のような説明に焦点を当てれば，皇室典範の形式は「皇室の家法」から法

律となったが，その内容に根本的な変更があったわけではない，ということにな

ろう。すなわち，日本国憲法は，「万世一系」ではなく「世襲」という文言を採

用したが，皇位継承に関する主たる内容，とくに万世一系という「根本の原理」

については，変更があったわけではない。ただし，その根拠のひとつとして「国

民の確信」があげられている点は，「両義解」と大きく異なる点であり，ここに

は日本国憲法下の皇位継承にとって重要な意義が認められると考えられるが，こ

れについては後に検討を加える。

　さて，以上のように皇室典範における新旧原理は，理論的に相容れないものでは

ないにせよ，そのいずれに重きを置くかにより皇位継承に関する考え方には大きな

違いが生じることが分かる。こうしてみると日本国憲法下では，皇室の自律に基づ

いて決定された皇位継承のあり方が法律によって変更されるという事態は，たんに

理論上の問題ではなく，現実に生じ得ることになる。これは憲法 2 条の規定のあり

方からすれば，一見，当然の事態と思われるかも知れない。しかし，上記の政府見

解のように，日本国憲法下でも皇位継承について旧原理が存続しているという認識

に立てば，そのすべてを新原理によって否定し去ることが果たして可能なのか，と
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いう疑問が生じよう。これは，ひとり皇位継承の問題ではなく，新旧憲法における

天皇の存在の関係をどうみるか，という問題の一環であるということができる。そ

こで次に，この問題に関する学説を概観をしておくこととしよう。

（2）新旧憲法における天皇の関係―学説の見解

　近年の代表的な憲法概説書の整理によると，従来，日本国憲法の天皇条項と天

皇の歴史との関連づけについては，①「宣言的規定説」というべき，明治憲法的

天皇制を排斥しつつも，長い歴史的存在としての「天皇」を存続させるものと捉

える見解と，②「創設的規定説」というべき，歴史的存在としての天皇を完全に

拒否したうえで，いわば無から新たに「天皇」と称する存在を創設したものと捉

える見解があるとされる（①は「連続説」，②は「断絶説」と呼ばれることもある）。

以下，それぞれの見解の例をいくつか確認しておくことにしよう。

　①宣言的規定説（連続説）

　a． 「日本国憲法は，国民主権という，人類普遍の原理を採用しながら，同時に，天

皇の存在を認めた。天皇の制度は，普遍的な原理という立場からではなく，日本

固有の歴史，伝統あるいは国民感情を考慮し，尊重するという立場から，必要が

認められ存置されたものである。」
26）

　b． 「日本国憲法は国民主権主義を採用したが，天皇制そのものは，連合国軍総司令部

の意向もあり〔……〕，象徴天皇制という形で存置された。しかし，明治憲法の天

皇制と日本国憲法の天皇制とでは，原理的に大きな違いがある。」
27）

　②創設的規定説（断絶説）

　c． 「〔……〕天皇制に関する基本的なことが，ことごとく，根本的に変化しているこ

とがわかる。天皇の地位についても，その基礎についても，その権能についても，

すべてそうである。これらのことは，どれも天皇制に関する基本的なことで，そ

の本質を構成するものである。そうしてみると，天皇制の本質が根本的に変化し

たことになる。天皇制が変質したわけである。言葉の上では，同じように天皇と

いい，天皇制といっても，いままでの天皇や天皇制と，新しいそれとは，実質の上で，

決して同じものではない。根本的にかわっている。」
28）

　d． 「現行憲法は，天皇の地位を国民の総意にかからしめ（1 条），天皇が国家機関と

しての地位を占める場合，『国政に関する権能』〔……〕の一切を奪いながら（4 条），

天皇制という制度の役割を『象徴』と宣言した。」
29）

　二つの見解は，国民主権の原理を前提として天皇を象徴とみている点で，実は，
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内容的に大きな相違があるわけではない。①宣言的規定説も，新旧の天皇制の原

理的な相違は認めており，②創設的規定説の見解も，天皇制という制度自体は，

本質的な変更があったにせよ，旧憲法から現在にいたるまで存続していることを

前提としているからである。断絶説を主張する論者自身も，上記 c の見解につい

て「『断絶性』の観点をとる者が，現実に存在している天皇制度が歴史的・社会

的継続性をもっていることを認識しないわけではない。現実の『連続性』と，憲

法規範上の『断絶性』の緊張関係において象徴天皇制を理解することがこの立場

の特徴である」としている
30）。そうしてみると，両者の相違は，基本的に新旧の

天皇制の関係を共通点と相違点のいずれかに重点を置いて理解するか，という点

にあるにすぎないであろう。

　上記の憲法概説書も，日本国憲法の解釈に，明治憲法下の国体観念を持ち込む

ことを戒めたうえで，「『創設的規定説』のようにいわば無から新たに創設したと

いうのは，ややいいすぎではないか。〔……〕日本国憲法が，従来の政治的・法

的制度に修正や限定を加えつつ，いわば継承的に『創設』するということはあり

うる」と指摘している。そして，こうしたいわば継承的創設と憲法の基本原理や

他の諸制度との関係については，「憲法典内在的に調和のとれた解釈運用を図る」

ことが提案されている
31）。

　なお，以上の議論とは異なる観点から，近年，日本国憲法第 1 章（天皇）を「制

度体保障（institutionelle Garantien）」のひとつと理解すべきとする見解が提唱さ

れている。制度体保障とは，主としてカール・シュミットの功績によって憲法学

に定着した概念であり，彼の主著のひとつである『憲法理論』によれば，その意

義は，「憲法上の規定により，特定の制度に特別な保護を与えることができる ｡

憲法上の規定がそのとき目的とするのは，通常の法律の制定という方法での廃止

をできなくすることである」という
32）。石川健治は，制度体（Institution）を「形

式を与えられ，組織化され，従って画定可能・区別可能な公法的性質の制度」（例：

地方自治行政，公務員制度）であるとするシュミットの理解に立った場合，わが

国におけるその典型が憲法第 1 章であることを次のように説いている。

　 「最も典型的な制度体保障は，実は，制憲者たる国民が，新たに創設された象徴という，

きわめてデリケートな公職に対する人的リクルートメントを，伝統ある天皇家に依頼

し，そのために，公法上の制度体としての天皇家の特権的地位を存続させた格好になっ

ている，憲法第一章にこそ求められるはずである。」
33）
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　この見解においても，日本国憲法における天皇のあり方には，「象徴」という新

たに創設された公職と「天皇家」の従来からもつ地位が並存していると理解されて

いる。これらの諸見解の当否について検討することは，本稿の目的とするところで

はない。ただ，ここでは，わが国の学説においても，日本国憲法が国民主権の原理

に基づくことや皇室典範が法律であることを前提としながらも，それ以前の天皇の

あり方が完全には否定されていないことを確認できる。こうした意味で，日本国憲

法下において，非常に限定された範囲ではあるが新旧原理が共存しており，両者を

調和をさせる必要があるということができよう。しかし，その「調和」の具体的な

あり方については，今日に至るまで憲法学において検討が加えられたことはないの

ではないか，と思われる。そうした問題意識にたって，このたびの高齢による退位

の問題のように法制度化されていない部分を，新旧原理をいかに調和させて埋めて

ゆくのかは，今日の憲法学の課題のひとつといえるのではないか。

5．日本国憲法下における「皇室の自律」の前提条件

（1）「皇室の自律」の禁止？

　もっとも，現行法上，皇室が自律的な法規範を制定することが認められていな

いことは，すでに確認したとおりである。これは「国会の議決した皇室典範」と

いう日本国憲法 2 条だけでなく，旧憲法下の数多の皇室令が 1947（昭和 22）年

5 月 2 日の「皇室令及附属法令廃止ノ件」により，すべて廃止されたことにも表

れている
34）。その結果，数少ない皇室法概説書である園部逸男『皇室法概論』が

指摘するように，「旧憲法下においては，皇室に関する規範は憲法及び皇室典範

を基本とする二つの異なる法体系の下で，皇室典範を中心とした皇室令等から成

る，いわゆる宮務法により体系的な制度化が行われていた」のに対し，「現憲法

下における皇室に関する実定法の規範は極めて簡素なものとなっている」
35）。結

局，現憲法下の皇室に関する法令には，戦後まもなく制定された皇室典範，皇室

経済法，皇室経済法施行法，皇室会議議員及び予備議員互選規則があるのみであ

り，現行法上，皇室令といった皇室による規範制定は想定されていない。

　このことは，しかし，憲法解釈上およそ皇室のあり方や活動について自ら判断

ないし決定することは許されない，ということを必ずしも意味するわけではな

い。たとえば，伝統ある宮中祭祀は，現在でも基本的に皇室祭祀令（1908 年制定，

1947 年廃止）の様式に従って行われており，行政機関である宮内庁ではなく，内

廷の組織である掌典職がつかさどっている
36）。これが憲法上問題とされることが
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あまりないのは，宮中祭祀が皇室内部で行われる祭儀だからであろう。そもそも，

一般的に国家機関にその内部事項を規律する権限があることは，憲法上いわば前

提とされており，とくに明文の根拠が必要とされているわけではない。例えば，

日本国憲法 55 条（議員の資格争訟裁判）や 58 条（役員選任権，議員規則制定権）

が規定する議院の内部事項に関する個別的な権限は，通常，それ自体は憲法に明

文の規定のない一般的な「議院自律権」の現れであると説明されている
37）。また，

内閣総理大臣や各省大臣，各委員会および各庁の長官は，法律上「所掌事務につ

いて，命令又は示達をするため，所管の諸機関及び職員に対し，訓令又は通達を

発することができる」と規定されているが（内閣府設置法 7 条 6 項
38），国家行政

組織法 14 条 2 項
39）），この権限についても憲法上，明文の根拠があるわけではない。

結局，各国家機関の内部準則について，憲法はすべてを法律で定めることは予定

しているわけではないと考えられよう
40）。

　各国家機関に内部準則等に関する自律の原則が認められるのは，内部事項につ

いてもっとも的確な判断を下せるのは当該国家機関自身であり，しかも，その決

定は国民に直接影響を及ぼすものではないためであると考えられよう。

　皇室の内部準則についても，皇室がそれを定めることは憲法上必ずしも明確に

否定されているわけではないが，現行法上は想定されておらず，とくに皇位継承

のあり方は日本国憲法 2 条により法律の留保のもとに置かれている。そうである

以上，その準則は法律によって定めるほかないが，法律による規律は戦後まもな

く僅かに行われたのみである。要するに，こんにちの皇室典範の定める皇位継承

は，長年，皇室の自治に委ねられてきた内部準則を法律という形式で決定すると

いう構造をもっているが，内部準則の法的整備は 70 年の長きにわたり放置され

てきたのであって，このたびの特例法の制定は，それによって生じた問題に対す

るひとつの反応とみることができるように思われる。

　というのも，国家機関が適切にその任務を果たすには一定の前提条件が満たさ

れなければならないことはいうまでもないからである。これは，その国家機関を

設けた憲法上の要求であるとする見解すら存在する。たとえば，日本国憲法第 1

章（天皇）を「制度体保障」と理解すべきとする見解を先にみたが，これを含む

概念である「制度的保障（Einrichtungsgarantien）」をテーマとした近年のドイツ

の教授資格論文は，今日における制度的保障の機能が，「第一に，自由の行使ま

たは特定の任務の法的および／または事実上の前提条件をつくり出すよう国家を

義務づけることにある」という見方に立つ。この見解は，制度的保障の意義を， 
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「その制度を廃止することができないという」立法者の拘束よりも，むしろ，立

法者を義務づけ，その際の指針を提供することに見出すものであろう
41）。こうし

た見方を当てはめるなら，天皇の制度的保障は，天皇の任務，すなち象徴として

の任務の法的・事実上の前提条件をつくりだすよう国家を義務づけるということ

になろう。そうすると，このたびの特例法の制定プロセスは，皇位継承に関する

法的整備を怠っていた立法者に対して，その問題点を最もよく知る天皇陛下が，

天皇の任務の前提条件をつくり出す義務の履行を求めたものと描写することもで

きるであろう。

（2）「おことば」と国政に関する権能

　もっとも，こうした天皇の行為が「天皇は，この憲法の定める国事に関する行

為のみを行ひ，国政に関する権能を有しない」という日本国憲法 4 条 1 項との関

係で疑問の余地があるとみられることは，すでにふれたとおりである。しかし，

この点については，次の点を指摘することができるであろう。

　4 条 1 項の国事行為は，当初の政府説明によれば，国政に関する権能の一部で

あると理解されていた（第 90 回帝国議会）。この解釈には，後に 4 条 1 項の文言

に忠実ではないという疑問が示され
42），現在は，国政に関する権能と国事に関す

る行為は，相互に独立した概念であって，前者は国政に関する決定権，後者は，

そのような決定権を含まない行為のことであるという見解が通説となっている。

このような理解によるなら，天皇が実質的に国政に関する決定そのものを行った

というのであればともかく，その契機をつくることは，「国政に関する権能を行

使した」ことにはならないであろう。この点，「おことば」において「天皇とい

う立場上，現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら，私が個人として，

これまでに考えて来たことを話したいと思います」と述べられているのは，4 条

1 項の趣旨を慎重に踏まえたものとみることができよう。さらに，先にも示した

ように，特例法は「おことば」を契機として制定されたものであるが，同法では，

それが唯一の制定の趣旨とされてはおらず，また，その内容も必ずしも「おことば」

を忠実に実現したものとはなっているわけでないことも，すでに指摘したとおり

である。こうしたかたちで皇位継承や皇室のあり方について天皇や皇室の意見を

反映する，という意味での「皇室の自律」が日本国憲法の下で認められる余地は

十分にある，ということができよう。
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6．ま　と　め

　最後に，以上の検討を要約するとともに，そこで明らかにした「皇室の自律」

の可能性と条件を示しておくことにしたい。

　皇室典範は，その制定時には公布すらなされず，大日本帝国憲法下では「皇室

の家法」としての側面のみが強調されていた。両義解に代表されるこうした皇室

典範の性格づけは，その後の増補が公布されていることからも判るように一部修

正も加えられているが，そこには議会の関与を排除するという目的とともに，そ

の理論的根拠として，憲法としての側面を捨象しようとする傾向があったことは，

美濃部の指摘にもみられるとおりである。

　これとは反対に日本国憲法下では，皇室典範の家法としての側面が否定され，

もっぱら憲法（附属法律）として取り扱われることとなった。その結果，「皇室

の自律」という概念は消失したが，皇位の継承が皇室内部の問題でもあり続ける

ことに変わりがあるわけではない。こうした性格をもつ皇室典範の内容と国会が

議決する法律としての法的位置づけの間には，立法者の対応のあり方次第では何

らかの軋轢が生じる恐れがあるといえよう。こうした懸念が，皇位継承に関する

議論に対して「意見を尊重してほしい」という皇室の反応を引き起こしたのでは

ないかと思われる。

　以上のような問題意識は，実はすでに，冒頭でも触れた女性・女系の天皇を可

能とすべしとする「皇室典範に関する有識者会議報告書」の作成の過程でも示さ

れている。すなわち，同会議が，識者からのヒアリングを行った際に，日本近代

史を専門とする鈴木正幸は，次のような考え方を示しているのである。

　 「〔……〕皇室典範というものは，皇位継承にわたる公事，公の事柄と同時に，しかし

先ほど申しましたように，皇位継承は皇室の家督相続という側面を当然持ちます。

　 　したがいまして，私は，法律は国会で議論すれば済むことなのかもしれませんが，

前から私は申し上げておりますように，皇族の方の意見を，つまり家督相続の側面と

いうことを何らかの形で考慮していただくことが必要かと思います。

　 　御存じのとおり，戦後，皇室典範は戦前の皇室典範の家範に相当する部分は削除い

たしましたけれども，皇位継承が家督相続であることは否定できないわけでございま

す。その点を御考慮いただければありがたいというのが私の考え方でございます。」
43）

　この意見が同報告書の作成において反映されることはなかったが，こうした対
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応が，皇室がその意見を尊重を求める伏線になったことは，すでにみたとおりで

ある。以上のような観点からは，天皇が「意見を尊重してもらう」という間接的

な方法を通じて，皇室の内部準則に関する変更を実現したのが，「天皇の退位等

に関する皇室典範特例法」の成立であるとみることができよう。これは，日本国

憲法の下における「皇室の自律」の再構成ということもできよう。

　もっとも，それが認められる根拠と範囲は，大日本帝国憲法の時代とは大きく

異なることはいうまでもない。当時の「皇室の自律主義」の原則の根拠は，美濃

部が指摘したとおり，大日本憲法の上諭の冒頭に示されている「皇位の基礎が国

民の意思に在るのではなく一に『祖宗ノ遺烈』に在りとすること」に求められた。

これに対して，日本国憲法では天皇の地位は，「主権の存する日本国民の総意に

基く」とされている。その下における皇室の自律は，自ずと，一定の条件の下で

のみ認められるものとなろう。特例法 1 条が規定する同法の制定の趣旨（2 参照）

は，はしなくも，その条件を現していると思われる。すなわち，同法は，天皇陛

下の「意見を尊重する」ことにより間接的に皇室の自律を認めたが，これに対す

る「国民の共感」と「象徴としての活動の継続」という条件を前提としたもので

あった。本稿冒頭にも述べたとおり，ここには日本国憲法のもとにおいて培われ

てきた，天皇と国政の関係に関する一定の憲法理解が現れているとみることがで

き，将来の皇位継承をめぐる問題に対処するにあたっても前例としての意味をも

つことになるであろう。この点については，しかし，機会を改めて論じることに

したい。

　 1） 　ただし，このことは必ずしも特例法の立法過程に問題がなかったことを意味す

るわけではない。この点を指摘するものとして，大石眞「天皇退位のための皇室

典範特例法の制定に思う」學士會会報第 926 号（2017 年）4 頁以下。

　 2） 　横田耕一「『生前退位』問題は，天皇の意思で政治が動いており憲法上問題あ

り」日本記者クラブ「生前退位を考える」①（2016 年 11 月 6 日）（https://s3-ap-

northeast-1.amazonaws.com/jnpc-prd-public/files/2016/11/fa3809e14c8754533fb299a4

38f56d01.pdf）。横田耕一，西村裕一，岡田順太，植村勝慶「憲法から天皇の生前

退位を考える（下）―生前退位をどう考えるか」法学セミナー 746 号（2017 年）

12-13 頁も参照（岡田発言）。なお，生前退位を憲法学の観点から論じた最近の論

考として，法律時報 1118 号「小特集　象徴天皇制における生前退位」（2017 年）

に所収の高橋和之「天皇の『公務』をめぐる混迷」，小幡純子「有識者会議での議

論と天皇の退位等に関する皇室典範特例法」，植村勝慶「イギリスの王位継承ルー

ル―日本の皇位継承ルールとの対比で」，西村裕一「近代憲法史の中で見た天皇
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の生前退位」に接した。

　 3） 　筆者は，憲法政治学を「憲法典の明文には表れていないが，憲法典が対象とし

ている制度の運用や現実の動因となっている諸要素を明らかにすることを通じて，

伝統，風土，文化などにより生み出される憲法現象のあり様を描き出す営み」と

理解している。参照，小林昭三「憲法政治学の考え方」同『憲法学の方法』（北樹

出版，1991 年）60-102 頁。

　 4） 　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/houkoku/houkoku.html

　 5） 　参照，横田ほか「憲法から天皇の生前退位を考える（下）」（註 2）7-8 頁。

　 6） 　http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h21-gosokui20.html 下線は引 用

者。

　 7） 　「文仁親王殿下お誕生日に際し」（平成 21（2009）年）：「皇位継承の制度という

もの自体に関しましては，これは陛下も述べられているように，国会の論議にゆ

だねるべきものであるというふうに私も考えます。しかし，その過程において今

後の皇室の在り方ということも当然議論されることになるわけですけれども，そ

の将来的な在り方ということについては，将来その当事者になる皇太子ほかの意

見を聞くという過程も私は必要なのではないかと思っております。」（http://www.

kunaicho.go.jp/okotoba/03/kaiken/kaiken-h23.html 下線は引用者）。

　　 　「文仁親王殿下お誕生日に際し」（平成 23（2011）年）：「いわゆる皇室の制度

については，皇室典範があります。制度論については，これは国会の論議に委ね

ることになるわけで，私が何か言うということではありませんけれども，その過

程において，今後の皇室の在り方を考えるときには，何らか，私若しくは皇太

子殿下の意見を聞いてもらうことがあって良いと思っております。」（http://www.

kunaicho.go.jp/okotoba/03/kaiken/kaiken-h21.html 下線は引用者）

　 8） 　宮内庁「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば（平成 28 年 8 月 8

日）」。（http://www.kunaicho.go.jp/page/okotoba/detail/12 下線は引用者）

　 9） 　伊藤博文『帝国憲法・皇室典範義解』（明治 22 年）。引用は，伊藤博文著・宮沢

俊義校註『憲法義解』（1940 年，岩波文庫）25 頁。なお，両義解において用いら

れている「家法」は，法律とは異なり，「皇室の私的な法」というニュアンスをも

つことに注意が必要である。「家法」という言葉は，江戸時代には藩の法や幕府直

轄領に適用される法の呼称として用いられていた（例えば，信州上田藩（藤井松

平家）の「御家法」）が，憲法義解における用法は，これとは異なっており，後に

見るプロイセン憲法 53 条の Hausgesetz のそれに対応するものといえよう。また，

皇室典範の制定過程において草案は，「スタイン氏起草帝室家憲」などのように，

しばしば「家憲」と題されているが（参照，小嶋和司「帝室典則について―明

治皇室典範制定初期史の研究―」『小嶋和司憲法論集一　明治憲法体制の成立』

（木鐸社，1988 年）63-64 頁），これは明治時代に多く使用例が見られる言葉である

（参照，森岡清美「華族の家憲と家の継承」淑徳大学社会学部研究紀要 31 号 127

頁 -154 頁（1997 年））。わが国における伝統的な「家法」，「家憲」の用法については，
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名城大学法学部の代田清嗣氏よりご教示を受けた。記して感謝する。

　10） 　伊藤博文（著），宮沢俊義（校註）『憲法義解』（註 9）127 頁。

　11） 　美濃部達吉『逐条憲法精義』（昭和 2 年，有斐閣）107-108 頁。

　12） 　美濃部『逐条憲法精義』（註 11）109-110 頁。

　13） 　わが国ではドイツ語の erben（または接頭辞の Erb）に，文脈によって「世襲」や「継

承」といった訳語を充てることがあるが，ここに引用している私法との共通性が

指摘されている文脈では，原語に忠実に「相続」と訳すことが許されるであろう。

　14） 　Conrad Bornhak, Preussische Staatsrecht, 1. Band, 2. Aufl., 1911, Verlag von Alfred 

Langewort, S. 167.

　15） 　Bornhak, Preussisches Staatsrecht （Fn. 14）, S. 167 f.

　16） 　Bornhak, Preussisches Staatsrecht （Fn. 14）, S. 169.

　17） 　Hermann Schulze, Das Preussische Staatsrecht, 1. Band, 2. Aufl., 1888, Breitkopf & 

Härtel, S. 75 f.

　18） 　Schulze, Das Preussische Staatsrecht （Fn. 17）, S. 76 f.

　19） 　伊藤博文（編），金子堅太郎・栗野愼一郎・尾佐竹猛・平塚篤（校訂）『帝室制

度資料　上巻』（1936 年，秘書類纂刊行会）278 頁以下（「皇室典範並皇族令ニ付

ロエスレル氏答議」）。

　20） 　伊藤博文（編）『帝室制度資料　上巻』（註 19）285 頁。この点を含め，旧皇室

典範の制定過程を検討した代表的な研究として参照，小嶋和司「明治皇室典範の

起草過程―附，『典範義解』の成立・公表事情―」『小嶋和司憲法論集一　明

治憲法体制の成立』（註 9）171-261 頁。小林宏「明治皇室典範における皇位継承法

の成立―西欧法受容における律令法の意義に寄せて―」同『日本における立法と

法解釈の史的研究 第三巻　近代』（汲古書院，2009 年）133-169 頁。

　21） 　美濃部『逐条憲法精義』（註 11）111 頁。

　22） 　皇室典範 2 条 1 項は，「皇位は，左の順序により，皇族に，これを伝える。　一　 

皇長子　二　皇長孫　三　その他の皇長子の子孫　四　皇次子及びその子孫　五　 

その他の皇子孫　六　皇兄弟及びその子孫　七　皇伯叔父及びその子孫」と規定し

ており，従来の原則を維持している。新旧皇室典範の相違点としては，旧皇室典範

が非嫡出・非嫡出系も皇族とし，皇位継承資格を有する（旧皇室典範 4 条・8 条）

としていたのに対し，現皇室典範は皇位継承資格，皇族の範囲は嫡男系嫡出に限る 

（6 条）としていることがある。

　23） 　昭和 21 年 12 月 7 日衆議院・皇室典範案委員会 3 頁。

　24） 　昭和 21 年 12 月 16 日貴族院・本会議皇室典範案第一読会 84 頁。

　25） 　昭和 21 年 12 月 18 日貴族院・皇室典範案特別委員会 3 頁。
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